
新　旧　対　照　表



頁 頁
手引き

P1 P1

P4 附則 P4 附則
(追加) １４　令和 8 年4月1日一部改正。同日から施行する。

P5 P5

P6

P11 P11

P13 P13 ④　汚水処理は自然流下とし、流速は下流ほど増すようにすること。
また、管路埋設部分用地が宇部市に帰属された場合は汚水管及びこれ
らに付随する物も宇部市に帰属する。私有地内に管路等を設置し、施
設の帰属を希望する場合は地役権を設定すること。ただし、帰属でき
る施設は、本管施設及び第一桝とする。なお、宇部市への帰属日は地
役権設定日とする。

 ⑥汚水及び雨水の人孔は原則として１号以上とし、宇部市指定の蓋
（T-25）で浮上防止機能を有したものを使用する。
ただし、将来流入が予想されない汚水の中間及び末端の人孔（人孔深
2.5ｍ未満）は小口径人孔φ300とすることができる。（別図２・３）

 ⑥汚水及び雨水の人孔は原則として１号以上とし、宇部市指定の蓋
（T-25）で浮上防止機能及び分流区域の人孔は雨水浸入進入防止性能
を有したものを使用する。
ただし、将来流入が予想されない汚水の中間及び末端の人孔（人孔深
2.5ｍ未満）は小口径人孔φ300とすることができる。（別図２・３）

改正前 改正後

①　設計については、「開発許可ハンドブック（山口県土木建築部建
築指導課監修）」、「盛土ハンドブック」、「盛土等防災マニュア
ル」及び「設計に関する技術基準（宇部市編集）」を準拠すること。

①　設計については、「開発許可ハンドブック（山口県土木建築部建
築指導課監修）」、 「宅地防災マニュアル」及び「設計に関する技術
基準（宇部市編集）」を準拠すること。

③質の変更とは農地 等を宅地化することをいう。農地を転用し他の地
目に変更されている土地については、転用の時期、面積により判断す
る。

③質の変更とは農地を宅地化することをいう。農地を転用し他の地目
に変更されている土地については、転用の時期、面積により判断す
る。

主要交差とは、開発許可条件 の対象となる接続道路と、車道幅員４．
０ｍ程度の道路法上の道路 等と交差する箇所をいう。

主要交差とは、開発許可条件を満たす道路法上の道路（接続道路）
と、車道幅員４．０ｍ程度の道路法上の道路が交差する箇所をいう。

・側溝及び側溝蓋等で現場打となる場合は、構造図を作成すること。 ・側溝及び側溝蓋等で現場打となる場合は、構造図を作成すること。
また、現場打蓋の辺長は25cm以上とすること。

④　汚水処理は自然流下とし、流速は下流ほど増すようにすること。
また、管路埋設部分用地が宇部市に帰属された場合は汚水管及びこれ
らに付随する物も宇部市に帰属する。



頁 頁改正前 改正後

P14 P14

P15 P15

P17 P17

P20 P20 (1)　呼称65mmの口径を有し、直径100mm以上の水道管に取り付けるこ
ととする。

⑮　第一桝(塩ビ桝φ200)は宇部市下水道条例 施行規則第二条の二を
遵守し、官民境界より1.0ｍ以内に設置すること。また、 車など重量
 物が頻繁に踏む恐れがあるところには、鉄蓋を設置すること。

⑮　第一桝(塩ビ桝φ200)は宇部市下水道条例第二条の二を遵守し、
官民境界より1.0ｍ以内に設置すること。また、第一桝蓋は鉄蓋とす
ること。ただし、明らかに車などの重量物が踏まない場合は別途協議
とする。

 (1)　呼称65mmの口径を有し、直径100mm以上の水道管に取り付けるこ
ととする。ただし、消防水利の基準に定める解析及び実測により規定
の水量を満たし、かつ、周辺の地理状況から当該水道管の延長線上に
追加の消火栓を設置する見込みがないと判断される場合は、直径75mm
の水道管に取り付けることができる。

㉑　公共下水道への接続がなされる場合、受益者負担金の対象土地に
対して、開発行為完了の翌年度に受益者負担金を納入すること。その
際、開発事業主により負担すること。

㉑　公共下水道への接続がなされる場合、受益者負担金の対象土地に
対して、開発行為完了の翌年度に受益者負担金を納入すること。その
際、開発事業主により負担すること。また、開発行為完了後すぐの納
入を希望する場合は事前に申し出ること。

ｱ)　区域の面積が1.0ha以上の開発行為については、その面積の3％以
上を確保するものとする。ただし、開発区域の面積が5ha未満かつ予
定建築物用途が住宅 系の場合においては、開発区域の周辺に相当規模
の公園等が存在する場合で、特に必要がないと認められる場合には公
園等を設けないことができる。この場合、「周辺の相当規模の公園
等」は、当該開発区域の面積の3%以上の住区基幹公園（街区公園、近
隣公園、地区公園）で、かつ、誘致距離250ｍ以内にあること。

ｱ)　区域の面積が1.0ha以上の開発行為については、その面積の3％以
上を確保するものとする。ただし、開発区域の面積が5ha未満かつ予
定建築物用途が住宅以外の場合においては、開発区域の周辺に相当規
模の公園等が存在する場合で、特に必要がないと認められる場合には
公園等を設けないことができる。この場合、「周辺の相当規模の公園
等」は、当該開発区域の面積の3%以上の住区基幹公園（街区公園、近
隣公園、地区公園）で、かつ、誘致距離250ｍ以内にあること。



頁 頁改正前 改正後

P21 P21

P22 P22

P24
(追加)

 ④宅地部に使用する擁壁については、二次製品擁壁は国土交通大臣認
定品を 、現場打ち擁壁は国土交通省タイプを使用することが望まし
い。なお、国土交通大臣認定品以外のものについては、国土交通大臣
が定めた基準に従った構造計算書を添付し、その仕様等について協議
すること。また、土質条件、水抜き、根入れ、据え付け方法等築造に
関する諸条件は、それぞれの築造仕様を遵守すること。

 ④宅地部に使用する擁壁については、二次製品擁壁は国土交通大臣認
定品を使用することが望ましい。なお、国土交通大臣認定品以外のも
のについては、国土交通大臣が定めた基準に従った構造計算書を添付
し、その仕様等について協議すること。また、土質条件、水抜き、根
入れ、据え付け方法等築造に関する諸条件は、それぞれの築造仕様を
遵守すること。

3)　宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識設置状況
（該当する場合）

 ③軟弱地盤対策については、地盤の条件、土地利用計画、施工条件及
び環境条件等を踏まえて、隣接地も含め総合的に検討すること。工法
等については 宅地防災マニュアルを参考にすること。

 ③軟弱地盤対策については、地盤の条件、土地利用計画、施工条件及
び環境条件等を踏まえて、隣接地も含め総合的に検討すること。工法
等については盛土等防災マニュアルを参考にすること。



頁 頁改正前 改正後

P25 P25

P26 P26
(追加)

帰属書類　 1)　公図又は14条地図
           2)　登記原因証明情報兼登記承諾書
           3)　印鑑証明書
           4)　地積測量図
           5)　登記事項証明書または、登記情報提供システ
               ムにより出力された不動産登記情報（全部事
               項）（いずれも抵当権等が抹消済のもの）
           6)　帰属することとなる公共施設の写真及び撮影
               方向図
※ 3)及び6)　市が求めた場合のみ提出すること。
※ 4)　地積測量図については、工事完了時提出の確定測量図面積と
一致させること。

帰属書類　  1)　都市計画図(1/2500)
           2)　公図又は14条地図
           3)　登記原因証明情報兼登記承諾書
           4)　印鑑証明書
           5)　地積測量図
           6)　登記事項証明書（抵当権等が抹消済のもの）
           7)　帰属することとなる公共施設の写真
※ 4)及び7)　市が求めた場合のみ提出すること。
※ 5)　地積測量図については、工事完了時提出の確定測量図面積と
一致させること。

21 令和 8 年4月1日 改正



頁 頁改正前 改正後

P34 P34



頁 頁改正前 改正後

P36 P36変更許可及び変更届の取扱い

※記載のない事項の変更については、別途協議による

◇その他の変更
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 申請者（法人）の代表者氏名又は住所のみの変更（承継に関すること以外） 〇

 自己用・非自己用、居住用・業務用の別の変更 〇
 資金計画の変更（非自己用、1ha以上の自己業務用の場合） 〇

◇その他省令で定める事項（法第30条第1項第5号）
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 工事の着手予定年月日、工事予定年月日の変更 〇 その他の変更

 工事施工者の代表者氏名、名称又は住所のみの変更 〇
 工事施工者の変更（自己居住用及び1ha未満の自己業務用の場合） 〇

◇工事施工者（法第30条第1項第4号）
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 工事施工者の変更（軽微なもの以外の変更） 〇 その他の変更

 構造・安定計算書の変更を伴うもの 〇
 流量計算書の変更を伴うもの 〇

 軟弱地盤対策工の変更（対策工種、追加・削除等） 〇
 軟弱地盤対策工の変更（添加量、改良深等の軽微な変更に限る） 〇

 集水桝の寸法の変更（高さにより壁厚が変更するもの） 〇
 集水桝の寸法の変更（高さにより壁厚が変更しない等の軽微なもの） 〇

  排水施設の変更（位置、種類、規格、形状、勾配、追加・削除）  〇
 排水放流先、排水処理の経路の変更 〇

 擁壁の変更（位置、種類、高さ、寸法、勾配、追加・削除） 〇
 構造物の基礎材の変更（均しコンクリート・砕石厚さ） 〇

 現場打ち⇔二次製品の変更（擁壁 、排水施設（側溝・桝等）） 〇
 二次製品の製品変更（擁壁・排水施設等 ※同等品の場合に限る） 〇

 法面勾配の変更（許可時より急勾配となる場合） 〇
 法面勾配の変更（許可時より緩勾配となる場合） 〇

 計画地盤高の変更 〇
 道路の変更（位置、形状、幅員、舗装構成等） 〇

 予定建築物の敷地の形状の変更（敷地の規模の1/10以上の増減、住宅
 以外の建築物又は第1種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので
 1,000㎡以上となるもの）

〇

 予定建築物の敷地の形状の変更（上記以外の場合） 〇

 公共・公益的施設（道路、公園、緑地、水路、上下水道等）の変更
 ※管理者との変更協議を要するもの 〇

設計の変更

 ガス供給施設の変更 〇
 区画数の変更 〇

 予定建築物の用途の変更 〇 その他の変更
◇開発行為に関する設計（法第30条第1項第3号）

変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 工区数、工区の区域の変更 〇 その他の変更
◇予定建築物等の用途（法第30条第1項第2号）

変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

◇開発区域の位置、区域及び規模（法第30条第1項第1号）
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 開発区域の位置、区域、規模の変更 〇 規模が増→区域の編入
規模が減→その他の変更

変更許可及び変更届の取扱い

※記載のない事項の変更については、別途協議による

◇その他の変更
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 申請者（法人）の代表者氏名又は住所のみの変更（承継に関すること以外） 〇

 自己用・非自己用、居住用・業務用の別の変更 〇
 資金計画の変更（非自己用、1ha以上の自己業務用の場合） 〇

◇その他省令で定める事項（法第30条第1項第5号）
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 工事の着手予定年月日、工事予定年月日の変更 〇 その他の変更

 工事施工者の代表者氏名、名称又は住所のみの変更 〇
 工事施工者の変更（自己居住用及び1ha未満の自己業務用の場合） 〇

◇工事施工者（法第30条第1項第4号）
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 工事施工者の変更（軽微なもの以外の変更） 〇 その他の変更

 構造・安定計算書の変更を伴うもの 〇
 流量計算書の変更を伴うもの 〇

 軟弱地盤対策工の変更（対策工種、追加・削除等） 〇
 軟弱地盤対策工の変更（添加量、改良深等の軽微な変更に限る） 〇

 集水桝の寸法の変更（高さにより壁厚が変更するもの） 〇
 集水桝の寸法の変更（高さにより壁厚が変更しない等の軽微なもの） 〇

 排水放流先、排水処理の経路の変更 〇

 擁壁の変更（位置、種類、高さ、寸法、勾配、追加・削除） 〇
 構造物の基礎材の変更（均しコンクリート・砕石厚さ） 〇

 現場打ち⇔二次製品の変更（擁壁） 〇
 二次製品の製品変更（擁壁・排水施設等 ※同等品の場合に限る） 〇

 法面勾配の変更（許可時より急勾配となる場合） 〇
 法面勾配の変更（許可時より緩勾配となる場合） 〇

 計画地盤高の変更 〇
 道路の変更（位置、形状、幅員、舗装構成等） 〇

 予定建築物の敷地の形状の変更（敷地の規模の1/10以上の増減、住宅
 以外の建築物又は第1種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので
 1,000㎡以上となるもの）

〇

 予定建築物の敷地の形状の変更（上記以外の場合） 〇

 公共・公益的施設（道路、公園、緑地、水路、上下水道等）の変更
 ※管理者との変更協議を要するもの 〇

設計の変更

 ガス供給施設の変更 〇
 区画数の変更 〇

 予定建築物の用途の変更 〇 その他の変更
◇開発行為に関する設計（法第30条第1項第3号）

変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 工区数、工区の区域の変更 〇 その他の変更
◇予定建築物等の用途（法第30条第1項第2号）

変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

◇開発区域の位置、区域及び規模（法第30条第1項第1号）
変 更 事 項 変更許可 変更届 手数料項目

 開発区域の位置、区域、規模の変更 〇 規模が増→区域の編入
規模が減→その他の変更



頁 頁改正前 改正後

P37 P37



頁 頁改正前 改正後

P38 P38



頁 頁改正前 改正後

P40 P40



頁 頁改正前 改正後

P43 P43



頁 頁改正前 改正後

裏表紙 裏表紙



頁 頁改正前 改正後

別図5 別図5



頁 頁改正前 改正後

別図9
(追加)


